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令 和 ７ 年 第 １ ２ 回 赤 穂 市 教 育 委 員 会 提 出 議 案 一 覧 表  

 

報 告 １ ８   第 ２ 期 赤 穂 市 教 育 振 興 基 本 計 画 ［ 中 間 改 定 ］ （ 素 案 ） に

つ い て  

 

報 告 １ ９   赤 穂 市 子 ど も 読 書 活 動 推 進 計 画 （ 第 ３ 次 ） （ 素 案 ） に つ

い て  

 

報 告 ２ ０    令 和 ７ 年 度 赤 穂 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ １ ２ 月 ） （ そ の  

２ ） に つ い て  

 

報 告 ２ １   特 別 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

の 制 定 に つ い て  

 

報 告 ２ ２   赤 穂 市 学 校 給 食 調 理 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部  

を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

報 告 ２ ３   赤 穂 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の  

運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

報 告 ２ ４   令 和 ８ 年 赤 穂 市 二 十 歳 の つ ど い に つ い て  

 

報 告 ２ ５   令 和 ８ 年 度 予 算 要 求 に つ い て  

 

そ の 他    問 題 行 動 、 い じ め ・ 不 登 校 の 状 況 に つ い て  
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  報 告 １ ８  

 

第 ２ 期 赤 穂 市 教 育 振 興 基 本 計 画 ［ 中 間 改 定 ］ （ 素 案 ） に つ い て  

 

第 ２ 期 赤 穂 市 教 育 振 興 基 本 計 画 ［ 中 間 改 定 ］ （ 素 案 ） に つ い て 、 別

冊 の と お り 報 告 す る 。  

  

   令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

赤 穂 市 教 育 長  尾  上  慶  昌  
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  報 告 １ ９  

 

赤 穂 市 子 ど も 読 書 活 動 推 進 計 画 （ 第 ３ 次 ） （ 素 案 ） に つ い て  

 

 

赤 穂 市 子 ど も 読 書 活 動 推 進 計 画 （ 第 ３ 次 ） （ 素 案 ） に つ い て 、 別 冊

の と お り 報 告 す る 。  

  

   令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

赤 穂 市 教 育 長  尾  上  慶  昌  
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  報 告 ２ ０  

  

 令 和 ７ 年 度 赤 穂 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ １ ２ 月 ） （ そ の ２ ）

に つ い て  

 

 令 和 ７ 年 度 赤 穂 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ １ ２ 月 ） （ そ の ２ ） に つ い  

て 、 令 和 ７ 年 第 ４ 回 赤 穂 市 議 会 定 例 会 で 議 決 さ れ た の で 、 そ の 内 容  

に つ き 次 の と お り 報 告 す る 。  

  

   令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

赤 穂 市 教 育 長  尾  上  慶  昌  
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報 告 ２ １  

  

特 別 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

の 制 定 に つ い て  

 

 特 別 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ

い て 、 令 和 ７ 年 第 ４ 回 赤 穂 市 議 会 定 例 会 で 議 決 さ れ た の で 、 そ の 内 容

に つ き 次 の と お り 報 告 す る 。  

 

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

赤 穂 市 教 育 長  尾  上  慶  昌  

 

              記  

 

特 別 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

特 別 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ２ ８ 年 赤 穂 市 条 例 第 ７ １

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 第 ３ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の ２ ３ ０ 」 を 「 、 ６ 月 に 支 給 す る 場 合

に お い て は １ ０ ０ 分 の ２ ３ ０ 、 １ ２ 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は  

１ ０ ０ 分 の ２ ３ ５ 」 に 改 め る 。  

 

付  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 特 別 職 の 職 員 の 給 与

に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
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報 告 ２ ２  

  

赤 穂 市 学 校 給 食 調 理 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の  

一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 赤 穂 市 学 校 給 食 調 理 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 制 定 に つ い て 、 令 和 ７ 年 第 ４ 回 赤 穂 市 議 会 定 例 会 で 議 決 さ れ た

の で 、 そ の 内 容 に つ き 次 の と お り 報 告 す る 。  

 

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

赤 穂 市 教 育 長  尾  上  慶  昌  

 

              記  

 

赤 穂 市 学 校 給 食 調 理 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の  

一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

赤 穂 市 学 校 給 食 調 理 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ４ 年 赤

穂 市 条 例 第 １ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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報 告 ２ ３  

  

赤 穂 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の  

運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

 赤 穂 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る

基 準 を 定 め る 条 例 の 制 定 に つ い て 、 令 和 ７ 年 第 ４ 回 赤 穂 市 議 会 定 例 会

で 議 決 さ れ た の で 、 そ の 内 容 に つ き 次 の と お り 報 告 す る 。  

 

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

赤 穂 市 教 育 長  尾  上  慶  昌  

 

              記  

 

赤 穂 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の  

運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例  

 

赤 穂 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す

る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 赤 穂 市 条 例 第 ４ ２ 号 ） の 全 部 を 改

正 す る 。  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ６

５ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ３ ４ 条 第 ２ 項 及 び 第 ４ ６ 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の

運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 法 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施

設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 並 び に 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等

の 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 ２ ６ 年 内 閣 府 令 第 ３ ９ 号 。 以 下 「 府

令 」 と い う 。 ） の 例 に よ る 。  

（ 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る 基

準 ）  

第 ３ 条  法 第 ３ ４ 条 第 ２ 項 及 び 第 ４ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 条 例 で

定 め る 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す

る 基 準 は 、 次 条 に 定 め る も の の ほ か 、 府 令 に 定 め る 基 準 を も っ て 、

そ の 基 準 と す る 。  

13



 

 

（ 暴 力 団 等 の 排 除 ）  

第 ４ 条  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 者 又 は 特 定 地 域 型 保 育 事 業 を 行

う 者 は 、 赤 穂 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 赤 穂 市 条 例 第 １ １

号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 、 同 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力

団 員 又 は 同 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 密 接 関 係 者 で あ っ て は な ら

な い 。  

（ 委 任 ）  

第 ５ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

付  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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報 告 ２ ４  

  

令 和 ８ 年 赤 穂 市 二 十 歳 の つ ど い に つ い て  

 

 令 和 ８ 年 赤 穂 市 二 十 歳 の つ ど い に つ い て 、 別 紙 の と お り 実 施 す る 。  

 

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

赤 穂 市 教 育 長  尾  上  慶  昌  
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令和８年赤穂市二十歳のつどい実施計画書 

 

１ 開 催 日 時  令和８年１月１１日（日）午前１１時～１２時３０分 

                    （受付開始午前１０時１５分～） 

 

２ 会   場  赤穂市文化会館 赤穂化成ハーモニーホール 大ホール 

 

３ 主   催  赤穂市、赤穂市教育委員会 

 

４ 対 象 者  平成１７年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた人 

          （令和７年１２月１日現在４１６人） 

 

５ プログラム 

   午前１０時１５分  受付開始 

   午前１１時     式典開会 

国歌斉唱 

              式  辞      赤穂市教育長 

              お祝いのことば   赤穂市長 

              来賓祝辞      赤穂市議会議長・兵庫県議会議員 

              来賓紹介 

              実行委員紹介     

              代表者抱負発表   実行委員代表２名 

              閉会あいさつ    赤穂市教育長職務代理者 

 

   午前１１時５０分  実行委員の企画によるビデオレター 

午後１２時３０分  閉会     

 

６ 主催者及び   ※赤穂市長（あいさつ） 

来   賓   ※赤穂市議会議長（祝辞） 

           ※兵庫県議会議員（祝辞）          ※は、壇上に 

           ※赤穂市教育長（式辞）            席を設ける 

           ※赤穂市教育長職務代理者（閉会あいさつ） 

          

赤穂市議会議員（自席での一括紹介） 

           社会教育委員長（自席での紹介） 

           赤穂市立学校園所長（自席での一括紹介） 

           教育委員（自席での一括紹介） 

 

７ 記 念 品  ４００人分を発注 
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８ 通 知 方 法  住民基本台帳より対象者を抽出する（基準日：１２月１日）。 

１２月上旬案内はがきを郵送する。 

市外に住民票を移している対象者から参加の申し出があれば、はがきを

郵送する。 

 

９ 配 布 物  プログラムリーフレット 

          各所管からの配布物 

 

１０ そ の 他 

   ・広報あこう１月号に実行委員１０名の「二十歳の抱負」を掲載。 

   ・西播四市明るい選挙啓発誌「白バラ」へ実行委員１名の原稿を掲載。 

   ・当日、市民会館にフォトスポットを設置。 
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出身中学校 氏　　名 備　　考

今井　彩里
イ マ イ ア ヤ リ

金谷　美玲
カナタニ ミレイ

北川　千颯
キタガワ チハヤ

船曵
フナビキ

　さくら

谷森　功一
タニモリ コウイチ

委員長

林野　百香
ハヤシノ モモカ

副委員長

内藤　大雅
ナイトウ タイガ

北川　翔大
キタガワ ショウタ

上山
ウエヤマ

　健史郎
ケンシロウ

竹本
タケモト

　紗也加
サ ヤ カ

有年中学校

二十歳のつどい実行委員会名簿

赤穂中学校

赤穂西中学校

赤穂東中学校

坂越中学校
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報 告 ２ ５  

  

令 和 ８ 年 度 予 算 要 求 に つ い て  

 

 令 和 ８ 年 度 予 算 に つ い て 、 別 紙 の と お り 要 求 し た の で 報 告 す る 。  

 

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

赤 穂 市 教 育 長  尾  上  慶  昌  
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議会



 

そ の 他  

 

問 題 行 動 、 い じ め ・ 不 登 校 の 状 況 に つ い て  
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